
国交省が不動産関連団体にコロナ対応制度を連絡 

賃料減免による収入減も納税猶予の特例対象 

 

国土交通省は 4 月 17 日付で，各不動産関連団体に対し，新型コロナウ

イルス感染症に係る税制対応などを案内する事務連絡を出した（令和 2 年

4 月 17 日「新型コロナウイルス感染症に係る対応について（補足その

2）」，本文中は同事務連絡）。 

宅地建物取引業者，賃貸事業者やテナント事業者に周知するよう，依頼

している。 

賃料減免で税・社会保険料を猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響で国税・地方税・社会保険料を一時に

納付することが困難な場合は，申請により原則 1年間，納付が猶予される

（ 通法 11 等）。 

同事務連絡では，令和 2 年 2 月 1日から令和 3年 1 月 31日までに納期

限が到来する税・社会保険料においては，新型コロナウイルス感染症の影

響で令和 2 年 2月以降の任意の期間（1 か月以上）に事業等に係る収入が

前年同期に比べ概ね 20％以上減少し，かつ，一時に納付が困難と認められ

る場合，無担保で延滞税（延滞金）もなく，1 年間納付を猶予できる特例

https://member.zeiken.co.jp/Zeiken/Hh_ArticleFrameAction.do?LHOUCD=HHTUS000000&YEAR=2020&JYONUM=11


制度が関係法令成立後に実施されることを案内している。また，不動産所

有者等がテナント等の賃料支払いを減免した場合や，税・社会保険料の納

付期限において，書面等で賃料支払いを猶予中の場合も収入の減少として

扱われる見込みとしている。 

賃料減免の損金算入に係る書面例を掲載 

法人・個人が，新型コロナウイルス感染症の影響で賃料の支払いが困難

となった取引先に対し，不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に

被害が生じている間の賃料を減免した際に，一定の条件を満たす場合等

は，その免除による損害の額は寄附金に該当せず，損金算入できる（国税

庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納

税などの当面の税務上の取扱いに関する FAQ」）。 

同事務連絡では，この取扱いを受ける場合，新型コロナウイルス感染症

の影響で取引先に対し賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署よ

り求められることがあるため，書面等を作成の上，保存しておく必要があ

るとし，その書面の記載例を掲載している（参考）。 

 



【参考】新型コロナウイルス感染症の影響で賃料を減免したことを証す

る書面（記載例） 

覚 書（例） 

【不動産所有者等名】（以下「甲」という。）と【取引先名】（以下

「乙」という。）は，甲乙間で締結した○○年○月○日付「建物賃貸借

契約書」（以下「原契約」という。）及び原契約に関する締結済みの覚

書（以下「原契約等」という。）に関し，乙が新型コロナウイルス感染

症の流行に伴い収入が減少していること等に鑑み，甲が乙を支援する目

的において，以下の通り合意した。 

第１条  原契約第△条に定める賃料を令和２年×月×日より令和２年▲月▲日ま

での間について，月額□□円とする。 

第２条  本覚書に定めなき事項については，原契約等の定めによるものとする。 

 令和２年◇月◇日 

（１）固定資産税・都市計画税の軽減 

中小事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税につい

て、2020 年 2～10 月の任意の３ヶ月の売上が前年同期比 30％以上減少した場合

は 1／2に軽減し、50％以上減少した場合は全額を免除する。 

中小事業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減する現行の特例措置※に

ついて、対象資産に事業用家屋と構築物を追加の上、2023 年 3 月末まで２年間延

長する。 

※特例率は、ゼロ以上 1／2以下で市町村の条例で定める割合（2月末時点で 1,642

自治体がゼロとしている） 


